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１、イントロダクション 

シンガポール個人情報保護法（Personal Data Protection Act 2012、以下「PDPA」）は、1件でも    
個人情報を保有している事業者が対象となっており、したがって大規模な企業のみならず、小

規模な企業および支店、駐在員事務所に対しても適用されます。同法に違反すると、企業には

最大100万SGドルの罰金、企業の責任者に対しては3年以内の禁固刑という厳しい罰則が課せら

れる可能性があることになります。また、監督機関である、個人情報保護委員会（Personal Data  
Protection Commission、以下「PDPC」）による令状なしの立ち入り調査も認められており、世界 
的にみて厳しいものとなっています。 
このPDPAに関し、PDPCから、2017年7月、新たな方針が発表されました。 

 

２、新方針の概要 

PDPCから発表された新たな方針は、主に次の通りです。 
 

1 個人情報を保有する事業者において、500人以上の個人

情報の漏洩があった等、大規模な違反があった場合、事

業者は72時間以内にPDPCおよび本人に通知しなければ

ならない。 
 

2 個人情報の収集・使用・開示には本人の同意を得ることが原則であるが、近時はシェアリン

グエコノミーの普及等に伴い、同意の取得が困難な状況において、下記に該当する場合に

は、PDPCに通知することにより、本人の同意なくして個人情報の収集・使用・開示を行う

ことができる。 
・開示を行っても本人に不利益が生じない場合 
・本人に不利益が生ずる場合であっても、ブラックリスト顧客の情報の共有等、公益性の高 
い目的がある場合 

 
3 2018年中に、Data​ ​Protection（DP）​ ​Trustmark というデータ認証システムの運用を開始する。 1

また、APEC内における国境を越えたプライバシー規則制度（CBPR ）への参加も予定され
2

ている。  
 
④下記のようなPDPA遵守の効率を高めるための無料の新サービスを随時開始している。 
 

1 ​DP Trustmarkは、事業体が健全な慣行を採用し、データの取り扱いの進捗を定期的に更新し続  
けていることを示す指標となるものです。DP Trustmarkによってデータ保護対策の透明性と事業 
体による説明責任を促すことが期待されています。 
2 ​APAC CBPRによって、個人データのクロスボーダーの情報交換を容易することで、地域に根  
ざした組織であっても、国境を越えた情報交換が可能となります。これにより、データを活用

した技術革新をより促進することができます。 

1 
 



 

i)　PDPAオンラインアセスメント  3

　PDPCは Eラーニングアセスメントプログラムという、事業体の構成員がPDPAにおける個人情 
報の取り扱い方法について学ぶためのプラットフォームを提供しています。 
 
ii)　PDPダイジェスト （2017年7月開始） 4

これまでの個人情報保護法に関連する事例を集め、サマライズした資料です。 
 

iii)　その他  5

　例としてGUIDE TO DATA SHARING が挙げられます。GUIDE TO DATA SHARINGは複数の      6

事業体が個人情報を共有する際に情報共有の可否を判断するための基準を示したものです。 
 
３、まとめ 

上記の通り、大規模な個人情報の漏洩があった場合に速やかにPDPCおよび当該個人へ通知す

ることを義務付ける一方、本人に不利益のない場合や公益目的がある場合は、本人の同意なく

して情報の収集・使用・開示が可能となりました。 
これまでは事業体の情報保全義務として厳格な規制が行われていたのに対し、今後は、個人

情報保護規制について、事業や個人情報の態様に応じたより柔軟な対応がとられていくととも

に、事業体に対する説明責任を重視する規制にシフトしていくことが予想されます。　 
以​ ​上 

 
◆　​One​ ​Asia​ ​Lawyers​ ​​◆ 

「One Asia Lawyers」は、日本およびASEAN各国の法律に関するアドバイスを、シームレス  
に、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の
ASEAN法務特化型の法律事務所です。 

　当事務所メンバーは、日本およびASEAN各国の法律実務に精通した専門家で構成されていま

す。日本およびASEAN各国にオフィス・メンバーファームを構えることにより、日本を含めた

各オフィスからASEAN各国の法律を一括して提供できる体制を整えることに注力しておりま

す。 

　本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

　​info@oneasia.legal  
 

3 ​ ​​https://www.pdpc.gov.sg/resources/e-learning-programme/corporate-account 
4 
https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/publications-edu-materials/pdp-digest-2017---270717.pd
f?sfvrsn=2 
5 ​ ​新たなサービスの確認はこちら 
https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/other-guides/guide-to-data-sharing-(270717).pdf?sfvrsn
=6 
6 
https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/other-guides/guide-to-data-sharing-(270717).pdf?sfvrsn
=6 
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